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第 2 次岩手県がん対策推進計画（H25-H29）及び岩手県保健医療計画 
（H25-H29）（がんの医療体制）の見直しについて 

 

１ 見直しの考え方 

 ○ がん対策基本法において、都道府県のがん対策推進計画は、国のがん対策推進基本計

画を基本とするとともに、保健医療計画等との調和を保ちながら策定することとされ

ている。  

○ 県では、今後、国が示す予定の第 3 期がん対策推進基本計画及び新たな医療計画作成

指針に基づき、岩手県がん対策推進協議会及び医療審議会における議論を踏まえなが

ら、平成 29 年度中に次期計画を策定することとしている。（別添資料 2-2「県がん対策推

進計画及び医療計画等見直しスケジュール」参照）  

 

２ 国の動向 

〔第 3 期がん対策推進基本計画〕 

○ がん対策推進協議会において、全体の枠組みに関する議論及び領域ごとの集中的な

議論が行われているほか、「がん検診のあり方に関する検討会」、「がん診療提供

体制のあり方に関する検討会」、「がん等における緩和ケアのさらなる推進に関す

る検討会」においても、基本計画に新たに盛り込むべきと考える内容について議論

が行われ、議論の整理として、がん対策推進協議会に報告されている。  

○ 今後、さらに議論を深め、平成29年夏頃に第 3期がん対策推進基本計画が策定され

る予定。 

〔新たな医療計画作成指針〕 

○ 医療計画の見直し等に関する検討会において、がんを含めた５疾病・５事業及び在

宅医療の提供体制に関する検討が行われており、平成 28年12月に「医療計画の見直

し等に関する意見のとりまとめ」が公表された。  

  ○ 今後、3月中を目途に新たな医療計画作成指針が示される予定。  

 

資料２－１ 
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 (１) がん検診のあり方に関する検討会における議論の整理 (平成28年11月)概要 

 

 (２) がん診療提供体制のあり方に関する検討会における議論の整理（平成28年10月）概要 
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 (３) がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会における議論の整理(平成28年12月)概要 

 

(４) 医療計画の見直し等に関する意見のとりまとめ(平成 28 年 12 月）(がんに関する医療提供体制について） 

 


